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2／社会保険あきた／元年10･11月 社会保険あきた／元年10･11月／3

日本年金機構からのお知らせ

ねん ん月間きねん ん月間き
年 金 保 険 料 、 納 め て い ま す か ？
こ の 機 会 に 年 金 加 入 状 況 の 確 認 を ！

です

日本年金機構は厚生労働省と協力して11月を「ねんきん月間」と
位置づけ、公的年金制度の普及・啓発活動を積極的に行います。

11月は

11月30日は
「年金の日」
「ねんきんネット」で

　未来の生活設計について
　考えてみませんか？

いい みらい

「ねんきん月間」の取組内容

○ 市区町村役場、大学、祭事会場、商業施設など、
　全国各地のさまざまな場所で、年金事務所職員などによる
　出張年金相談を行います。
○ 大学や高校などで、学生向け年金セミナーを実施します。

○ 「わたしと年金」エッセイの優秀作品を発表します。
　（日本年金機構ホームページ上）
○ 国民年金保険料の納付案内を積極的に実施します。

この機会に、年金について考え、公的年金制度の趣旨や仕組みに
ついてご理解いただきますようお願いします。

ご自身の年金記録や年金受給見込み額については
　　　「ねんきんネット」で検索！！

ねんきんネット
https://www.nenkin.go.jp/n_net/

検　索

 

「年金生活者支援給付金制度」の
　　　　　請求手続きが、はじまりました

◆対象者の方には「日本年金機構」から封書が届きます。

年金生活者支援給付金は

老齢年金生活者
支援給付金

障害年金生活者
支援給付金

遺族年金生活者
支援給付金
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秋田県社会保険協会からのお知らせ

4／社会保険あきた／元年10･11月

日本年金機構からのお知らせ

社会保険あきた／元年10･11月／5

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。その
年の１月１日から12月31日までに納付した保険料が対象となります。

　社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
　このため、平成31年１月１日から令和元年９月30日までの間に国民年金保険料を納付された方へ、
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を本年11月上旬に日本年金機構本部から送付する予定と
していますので、年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書（又は領収証書）を添付してください。

　また、令和元年10月１日から令和元年12月31日までの間に今年はじめて国民年金保険料を納付され
た方については、翌年の２月上旬に送付する予定としています。

　なお、ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。
「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のハガキに表示されて
いる電話番号にお問い合わせください。

ねんきん加入者ダイヤル
電 話 番 号　　　　　　　　（ナビダイヤル）０５７０－００３－００４
0 5 0 か ら 始 ま る 電 話 の 場 合 は 、 ( 東 京 ) 0 3 － 6 6 3 0 － 2 5 2 5

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が発行されます
～～年末調整・確定申告まで大切に保管を！～～

年金相談・お手続きの際は、ぜひご予約を！

メタボリックシンドローム
喫煙・メンタルヘルス

食生活による疾病予防
食事と健康

肩こり・腰痛の予防改善
リフレッシュ体操

『油断大敵！
　　　　内臓脂肪』

『バランスよく
　　　　食べよう』

『自分を知ろう
　　健康チェック』

　被保険者や被扶養者の方々の健康づくりをサポートするた
め、健康づくりに関する講習会を実施しています。
　都合の良い日時に、ご希望の講師が職場又はご用意された
会場へお伺いしますので、職場研修等にご利用ください。

お問い合わせ・申し込みは　　一般財団法人 秋田県社会保険協会　　　018-831-6205　FAX 018-832-3681

講座の主な実施内容（１時間程度）

健康管理講座の募集無料

今年もパークゴルフ大会が
開催されました

　このような「健康づくり」のための大会は、秋田県社会保険協会
会員及び社会保険委員の皆様の健康増進と親睦を図ることを目的と
して、当協会各支部と各地区社会保険委員会の共催で、毎年開催さ
れています。
　ここ本荘地区では、昨年に続きパークゴルフ大会が９月28日に開
催されました。天候にも恵まれ、終始賑やかに好プレイ珍プレイが
繰り広げられました。

本荘大会（八塩いこいの森パークゴルフ場）にて本荘大会（八塩いこいの森パークゴルフ場）にて
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6／社会保険あきた／元年10･11月 社会保険あきた／元年10･11月／7

全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

賞与の届出について

Ｑ 　この度、初めて従業員に賞与を支払いました。
　届出が必要かどうか、また、届出にあたっての注意点
を教えてください。

Ａ

「
フ
ィ
フ
テ
ィ
ー
フ
ィ
フ
テ
ィ
ー
の
世
代
交
代
」

　　　　賞与についても、健康保険・厚生年金保険の毎
　　　月の保険料と同率の保険料を納めます。賞与の保
険料額は、標準賞与額に基づいて決められます。
　標準賞与額とは、各被保険者の賞与額から千円未満の
端数を切り捨てた額のことをいいます。その標準賞与額
に保険料率を掛けて算出した金額が賞与の保険料額にな
ります。
　標準賞与額の対象となる賞与とは、賞与、期末手当、
決算手当、その他いかなる名称であるかを問わず、労働
者が労働の対償として受けるもののうち７月１日前の１
年間を通じ３回以下の支払いのものをいいます。
　なお、年４回以上支払うものは標準報酬月額（算定基
礎届）の対象となり、労働の対償とみなされない結婚祝
金などは対象外となります。
　賞与を支払った時は、事業主は支給日より５日以内に

「被保険者賞与支払届」と「賞与支払届総括表」を郵送
で仙台広域事務センターまたは管轄の年金事務所へ提出
してください。
　被保険者数の多い事業所や支給月が決まっている事業
所につきましては、賞与支払予定月をあらかじめ登録し
ておくことができます。
　この場合、事前登録している賞与支払予定月の前月
に、被保険者の氏名等が印字された届出用紙が送付され
ますので、届出もれを防ぐことができるといったメリッ
トがあります。
　なお、支払予定月に支払いがなかった場合は、不支給
として「総括表」のみの提出が必要になります。
　事前登録の方法などご不明な点がございましたら、管
轄の年金事務所へお問い合わせください。
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第185回　ご存知ですか？「オーラルフレイル」
　「オーラルフレイル」は、口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含む身体の衰え（フレイル）の一つで
す。この概念は東京大学高齢社会総合研究機構の辻特任教授、飯島教授らにより提唱されたもので、健康と
機能障害との中間にあり、可逆的であることが特徴です。早めに気づき適切な対応をすることでより健康に
近づきます。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問合せ先

令和元年11月 令和元年12月
日 月 火 水 木 金 土

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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